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一
打
・
一
安
調

昭
和
二
十
九
年
度
の
予
算
や
其
の
他
の
議
案
を
審
議
す
る
三

月
定
例
市
議
会
は
去
る
三
月
十
一
日
か
ら
市
役
所
議
場
で
聞
か

れ
た
が
、
昭
和
二
十
九
年
度
予
算
案
の
大
要
は

歳

出

予

算

市
総
|
|
九
千
九
百
六
十
八
万
余
円
で
昨
年
よ
り
約
一
千
一
一
一

百
三
十
九
万
余
円
の
増
で

市
債
は
四
億
三
千
六
百
二
十
万
円
で
昨
年
よ
り

一
億
七
千
余

万
円
の
増
で
才
入
の
約
半
分
を
し
め
る

園
庫
支
出
金
は
昨
年
の
二
億
余
に
比
べ
一
一
一
千
七
百
三
十
余

万
円
の
減
と
な
っ
て
い
る
外
、
分
担
金
及
負
坦
金
、
寄
附
金

等
も
昨
年
よ
り
減
と
な
っ
て
い
る
。

歳
出
予
算
の
う
ち
主
な
も
の
を
ひ
ろ
う
と
、

土
木
施
設
関
係

=
億
=
千
四
百
六
十
四
万
余
園

ィ

、

道

路

橋

梁

費

七
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八

万
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円

ロ

、

河

川

費

六

九

万

円

ハ

、

港

湾

費

一

、

O
九
九
万
円
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五
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ホ
、
上
水
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事
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、
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O
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、
上
水
道
給
水
工
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一
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八
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、
災
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一
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、
三
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災
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費

一
、
七
四
二
万
円

教
育
施
設
関
係

一
億
一
千
七
百
四
+
四
万
余
園

ィ
、
小
学
校
費

九
二
二
二
万
円

六
小
学
校
の
移
転
改
築
或
は
増
築
工
事
費

ロ
、
中
学
校
費

一
、
九
五
八
万
円

維
持
修
繕
務
、

及
新
設
中
学
校
工
事
費
等
が

含
ま
れ
て
い
ま
す
。

ハ
、
社
会
教
育
施
設
費
五
五
万
円

-
一
、
公
民
館
費

五

九

四

万

円

ホ
、
教
育
諸
費

一
七

O
万
円

枇
曾
及
び
労
働
施
設
費

穴
千
三
百
七
十
丸
万
余
圃

ィ
、
生
活
保
諮
問
費

一
一
、
一
一
一
一
一
万
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ロ
、
児
童
福
祉
費

六
七
三
万
円

ハ

、

住

宅

費

一
、
九
五
五
万
円

公
営
住
宅
新
築
費
を
含
む

-
一
、
母
子
施
設
費

一
六
一
万
円

等
で
外
に
身
体
障
害
者
福
祉
費
、
戦
傷
病
者

援
護
費
、
失
業
対
策
事
業
費
等
五
八
四
万
余

円
が
計
上
ざ
れ
て
い
る
。

保
健
衛
生
費

八

千

万

回

ィ
、
伝
染
病
予
防
費

三
八
万
円

ロ
、
熱
族
混
虫
駆
除
費

八
二
万
円

ハ

、

結

該

予

防

費

一
八
五
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一
一
、
火
葬
場

費

一
二
三
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ホ、

清

掃

費

五
四
六
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へ

、

市

民

病

院

費
七、

0
0
0万
円

市
民
病
院
新
築
工
事
費
を
含
む
。

産
業
経
済
費

一
億
百
六
十
万
余
圃

ィ

、

農

林

費

火
災
専
用
電
話
を
設
備
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費

費

費

費

費

費

費

費

費

費

費

費

費

金

費

十

設

防

蹴

生

済

興

査

出

百

μ

会

消

木

育

明

街

経

産

振

調

挙

債

備

役

察

緋

健

業

方

計

支

A

討

議

市

警

土

数

社

保

産

財

地

統

選

公

諸

予

項 目 金 額 比 率

市 税 99.688.001 12.24 

地方財政平衡交付金 35.200.000 4.31 

公営企業及び財産j投入 18.507.730 2.27 

分担金及び 負 担 金 24.430.628 3.00 

使 用料及 び手数 料 7.731.924 0.94 

国庫支 出金 168.066.808 20.62 

県 支 出 金 5.760.336 0.70 

寄 附 金 675.950 0.08 

繰 越 金 2.000 

奈佐 牧 入 18.710.152・ 2.3( 

市 債 436.200.000 53.53 

dロ~ 計 814.973.529 

歳

歳

L
食
糧
増
産
奨
励
費

一
八
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農

業
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五
五
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4
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振
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ふ
家
畜
市
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設
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一
三

O
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円

六

土
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改

良
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一
O
九
万
円

三

災

害
復
旧
事
業
費
八
、
七
三
九
万
円

-一、

水

産

費

六
九
万
円

ホ

、

商

工

振

興

費

一
九

O
万
円

へ

、

観

光

費

六

O
万
円

地
方
振
興
費

=

百

十

=

万

円

総
合
張
興
計
画
に
基
づ
く
調
査
関
係
費
も
含

む。

倫
今
定
例
市
会
の
日
程
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

一
一
一
月
十
五
日
再
会

L
昭
和
二
十
九
年
度
予
算
に
対
す
る
総
括
質

聞
広
右
予
算
案
各
蜜
員
会
附
托

三
月
十
六
日
ハ
休
会
〉
文
教
委
員
会

三
月
十
七
日
(
ク
〉
厚
生
委
員
全

三
月
十
八
日
(
グ
)
商
工
水
産
委
員
会

=
一
月
十
九
日
ハ
ク

V

農
林
委
員
会

三
月
二

O
日
(

h

ゲ
〉
建
設
費
員
会

一
一
一
月
二
十
二
日
ハ

h
v

V

総
務
委
員
会

三
月
二
十
三
日
ハ
ク
〉

全
体
委
員
会

三

月

二

十

四

日

再

開

L
予
算
案
に
つ
き
委
員
長
報
告

Z
討

論

、

採

決

広
昭
和
二
十
七
年
度
決
算
認
定
の
件
上
程

委
員
長
報
告
、
質
疑
、
採
決

三
月
二
十
五
日
他
の
議
案
上
程

L
市
長
説
明

Z
質
疑
、
討
論
、
採
決

一
一
一
朋
ニ
什
一
部
間
延
長
猶
予
期
聞

が
日
程
に
な
っ
て
い
ま
す
。

五
六
五
万
円火
災
の
時
は

「
火
事
」

富

山

博

魚

津

会

場

要

員

募

集

に

つ

い

富
山
博
魚
津
会
場
事
務
局
で

一

男

子

!
満
=一

O
才
よ
り
満
四

一

事
務
員
、

看
守
人
、
守
衛
に

は
左
記
に
よ
り
会
場
要
員
を
募

一

五
才
ま
勺

・

一

は
被
服
ハ
制
服
)
を
支
給

集
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
一
勤
務
場
所

一願
書
提
出
期
日

募
集
要
項

一

事

務

員

l
出
札
誼
に
改
札
、

一

昭
和
二
十
九
年
三
月
二
十
日

事
務
員

(

女

)

八

名

一

物

産
販
売

.

一
発

表

看
守
人
ハ
女
〉
一
玉
名
‘

一
看
守
人

1
館
内
出
品
物
の
看

一

昭
和
二
十
九
年
三
月
二
十
二

守

衛

〈

男

ご

一

一

名

一

視

一

日
ま
で
直
接
通
知

使

丁

(

男

)

一

名

一

守

衛

l
場
内
館
内
の
取
締

一

一

一面
接
予
定
日

雇

用

期

間

一

勤

務

条

件

一

一

一

昭
和
二
十
九
年
三
月
二
十
一

昭
和
二
九
年
四
月
九
日
よ
り
一
勤
務
時
間
l
毎
日
午
前
八
時

一

一

一

日

午

前

九

時

よ

り

E
后
ま
で

昭
和
二
九
年
六
月
十
日
ま
で
一
よ
り
午
后
六
時
ま
で
一

一

一

用

紙

応
募
資
格

一

夜

間

開

館
の
場
合
l
午
「
一

B
一

願

書
用
紙
は
富
山
博
魚
津
会

市
内
居
住
の
者
で
通
勤
可
自
一
六
時
よ
り
午
后
九
時
ま
で

一

'

場
事
務
局
ハ
魚
津
市
役
所
内
〉

な

も

の

。

一

給

与

条

件

一

に

て

交

付

、

詳
細
は
事
務
局

女
子
l
満
一
八
才
よ
り
満
一
ご
女
子
|
|
日
給
二

O
O円

一

へ

お

問

い

合

せ

下

さ

い

。

五

才

ま

で

の

も

の

一

男

子

1
1日
給
二
五

O
円

場
所
」

目項

量産
一

-
h

h

伝
奏

Z処寸

暫-H

'<J 

「
火
事
の

近

おづ

責
庖
の
申
込
に
つ
い
て

富
山
博
魚
津
会
場
で
は
土
産

品、

軽
飲
食
民
の
小
間
貸
付
を

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

希
望
者
は
左
記
に
依
り
申
込
下

主・、。

d
c
B
V
 

記

@
賃
貸

料

一

小

間

(
一
坪
〉

一
五、

0
0
0円

@
場
所

埋
没
林
会
場

@
建
物

屋
舎
並
に
外
装
は
会

場
事
務
局
で
規
格
を
定
め
て

建
る

@
内
部

内
部
装
飾
は
自
己
負

全
日
本
豚
共
進
会

に
魚
津
よ
り
出
品

全
日
本
豚
共
進
会
は
、
左
記

に
よ
り
開
催
せ
ら
れ
、

県
内
で

六
頭
出
品
す
る
内
魚
津
市
よ
り

出
品
頭
数
は一

一頭
で
県
下
に
於

け
る
優
良
豚
の
産
地
と
し
て
の

面
白
を
発
揮
し
て
い
る
。

記

一
、
期
日

昭
和
二
十
九
年
三
月
二
十
大

日
よ
り
五
日
間

三
月
二
十
八
日
全
国
養
豚
大

会
一
、
場
所

神
奈
川
県
平
塚
市
江
陽
中
学

校
々
庭
ハ
東
海
道
線
平
環
駅

下
車
〉

三
、
出
品
者

肉

豚

本

江

肉

豚

慶

野

小
坂
平
八
郎

野

田

庄

造

て

を
告
は
リ
て

〈

博

覧

会

そ

ろ

い

で

お

出

下

さ

し、

担
と
す
る

@
申
込

所
定
申
込
書
は
事
務

局
で
交
付
し
ま
す

@
賃
貸
期
間

昭
和
二
十
九
年

四
月
一
日
よ
り
昭
和
二
十
九

年
六
月
十
五
日
ま
で

@
納
付
金
許
可
決
定
後
二
日

以
内
に
納
め
て
下
さ
い

@
許
可
条
件
に
違
反
し
取
消
と

な
っ
た
と
き
は
原
則
と
し
て

納
付
金
は
還
付
し
な
い

@
詳
細
は
事
務
局

へ
問
い
合
せ

下
さ
い

ハ写
真
は
完
成
真
近
の
水
族
館
〉

三

月

五

日

確

定

農
業
委
員
会
選
挙
人

名
簿
の
確
定
人
員

は
次
の
通

b
で
あ
る
。

西天経 道 加 農片貝業委会片貝員 下上 盤上下魚合布神田下 積 野野 倉中中津

施農 農 農農 方方 主島島農

業業葉集 最長 室会第 農農 業
業 業業 築業

委 委委委委 員 委 委 委 委
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火大

偉公

力女
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水道

消

火

栓
七、ー__...な

ら

斉

放

水
H

大火

|防火週間|

去
三
月
九
日
i

布
設
終
っ
た
上

一
後
の
消
防
に
一
大
偉
力

水
道
の
消
火
栓
を
使
用
し
て
消
一
を
加
え
た
と
云
え
ま
す

防
自
動
車
の
一
斉
放
水
が
行
わ

一

一
斉
放
水
を
終
え
た

れ
た
。

一後
各
消
防
自
動
車
は

と
れ
は
三
月
七
日
か
ら
十
一
一
一

一「
火
の
用
心
」
の
赤
旗
も

日
ま
で
の
一

週
間
の
防
火
週
間
一
あ
ざ
や
か
に
、

隊
車
を

に
市
内
全
自
動
消
防
車
が
参
集

一
つ
ら
ね
市
内
を

一
巡
し

し
て
布
設
を
終
っ
た
市
内
上
水一

た。

道
消
火
栓
か
ら
放
水
試
験
を
か
一
容
真
は
大
町
道
路
上

ね
て
行
わ
れ
た
も
の
で
六
吋
管一

の
消
火
栓
か
ら
の
放

の
水
族
館
l
魚
津
港
、

八
吋
管一

水
状
況

の

カ

1

パ

円九

一九日・
E

イ
ド
道
路

一がた
1

J一一戸
μ~ym
箔姐

十

一
吋
管

J

泌
総

W
W
T
m
m
m
r
m
絞り…

の
駅
前
道

機
綴
議
長
一
一

路
と
各
管

彩

努

夜

泌

故山山

J
λ
v
r
J
九
九九

別
に
行
わ

奈川公
γ
綴
N
H
J

側、斗

H

泌
p
p
u
f
奈
-TC
交

れ
た
が
、

官
添
い
市
q
M
JJJW

上
々
の
成

符
持
均
一
が
い
w
w
魁

績
で
、
冷

ぬ
ぐ
に
が
V

川

河

報広

三
月
一
日
ハ
月
)

市
議
会
決
算
特
別
委
員
会
開

催魚
津
地
区
広
報
員
連
絡
会
開

催
企
三
日
〈
水
〉

市
議
会
農
林
委
員
会
開
催

岐
阜
県
海
津
郡
町
村
議
長
会

長
並
に
奈
良
県
山
辺
郡
町
村

長
等
行
政
視
察
の
た
め
来
市

全
四
日
ハ
木
)

臨
時
数
育
委
員
会
開
催

民
生
常
務
委
員
会
開
催

金
五
日
(
金
〉

市
議
会
決
算
特
別
委
員
会
並

び
に

E
副
委
員
長
会
議
開
催

新
潟
県
西
劉
域
郡
地
方
事
務

所
長
並
び
に
香
川
県
仲
多
度

郡
町
村
会
よ
り
行
政
視
察
の

た
め
来
市 =

月
=
十
六
日
か
ら
三
月
十
固
ま
で

全
六
日
ハ
士
〉

・
市
議
会
決
算
特
別
委
員
会
開

催
企
八
日
(
月
〉

市
議
会
議
員
協
議
会
開
催

秋
田
県
仙
北
郡
凶
ツ
屋
村、

香
川
県
仲
多
度
郡
七
箇
村
、

石
川
県
鳳
至
郡
輪
島
村
及
び

奈
良
県
庁
か
ら
行
政
視
祭
の

た
め
来
市

全
九
日
(
火
〉

教
育
委
員
会
協
議
開
催

市
病
害
虫
防
除
協
議
会
設
立

総
会
開
催

全

十

日

(
水
)

市
勢
振
興
委
員
会
代
議
員
会

開
催
魚
津
地
区
市
勢
接
興
委
員
会

開
催
博
覧
会
協
賛
運
営
蚕
員
会
開

催

春

の

大

掃

除

実

施

に

つ

い

て

富
山
博
魚
津
会
場
の
開
催
も

一
下
水
の
清
掃
、
そ
族
昆
虫
等
の

数
十
日
後
に
追
っ
た
の
で
伝
染

一発
生
し
ゃ
し
き
場
所
は
特
に
き

&
早
出
来
に
な
り
ま
す
か
ら

一病
予
防
の
完
墜
を
期
す
る
た
め

一
れ
い
に
し
て
下
さ
い
。

不
良
天
候
に
善
処
出
来
ま
す
。

一
市
で
は
左
記
に
よ
り
春
の
大
掃

孟
抱
月
日
と
区
成

き
て
本
年
の
天
候
予
報
と
保
温

一
除
を
行
い
ま
す
か
ら
一
軒
の
こ

一
一
一
一
月
二
十
日
道
下

地

区

加
積

折
衷
苗
代
と
の
関
係
に
つ
い
て

一
ら
ず
実
施
を
願
い
ま
す
o

一地
区
下
野
方
地
区
三
月
二

参
考
迄
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
o

一

記

一十
二
日
魚
津
大
町
役
下
三
月

一実
施
目
的

一
二
十
三
日
魚
津
村
木
俊
下

四
月
は
低
温
に
始
ま
る
と
言
は

一

一

一

魚
津
会
場
開
催
に
さ
い
し
て

一
一
一
一
月
二
十
四
日
下
中
島
地
区

れ
る
が
油
紙
の
蒲
団
を
着
て
い

一
他
府
県
よ
り
の
来
客
に
、
市
の

一

其
の
他
の
区
域
は
出
張
所
に

る
か
ら
風
を
ひ
く
心
配
は
あ
り

一美
観
、

環
境
衛
生
の
整
っ
て
い

一
お
い
て
日
取
を
定
め
実
施
寸
志

ま
せ
ん
。
六
月
の
梅
雨
は
早
く

一
る
感
じ
を
与
へ
る
と
共
に
伝
染

一

向
海
岸

一
円
と
河
川
の
清
.掃

来
て
相
当
長
く
続
く
そ
う
で
す

一病
発
生
の
防
止
、
不
用
物
の
整

一
を
行
い
ま
す
か
ら
皆
様
の
御
協

が
、
早
植
え
早
出
来
で
剛
く
な

一
理
健
造
物
内
外
の
清
掃
並
び
に

一元
を
お
願
い
ま
す
。

っ
て
い
る
か
ら
イ
モ
チ
の
心
配

一塵
芥
処
理
、
塵
芥
箱
の
修
理
、

一

は
少
く
、
早
植
え
に
よ
る
こ
竺

1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
11

1
61
1
1
1
1
l
i
l
i
-
-

際
虫
の
心
聞
は
ホ
リ
ド
ー
ル
で

一

市

税

滞

納

者

に

解
消
し
ま
す
o

七
月
中
旬
か
ら

一

差

押

実

施

に

つ

い

て

八
月
中
旬
に
か
け
て
強
い
低
温

一

ミ
d

が
あ
る
そ
う
で
す
が
、
肥
棋
は

一

社
会
の
秩
序
を
乱
せ
ば
必
ず

一あ
り
ま
す
の
で
、
こ
の
最
後
的

基
肥
に
施
し
て
、
下
手
な
穂
肥

一法
で
罰
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、

納一

手
段
を
市
が
採
る
前
に
滞
納
し

等
は
や
ら
な
い
よ
う
に
し
て
葉

一税
の
義
務
砂
履
行
し
な
い
場
合
一
て
い
ら
れ
る
人
は
、
早
く
市
役

一も
強
制
処
分
を
行
う
こ
と
こ
定
一
斤
内
税
目
談
所
に
お
出
に
な
れ

や
ホ
タ
ビ
の

4
モ
チ
に
か
ふ
ら

一

、
t

一
F
S
キ

一
め
ら
れ
て
あ
る
こ
と
は
市
民
一
は
御
相
談
に
応
ず
る
よ
号
に
致

せ

な

い

よ

号

注

意

す

‘

一

一

一
の
皆
さ
ん
に
は
充
分
御
承
知
の
一
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

肝
じ
ん
で
す
。
街
イ
モ
チ
の
予

一
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

一

同
相
談
所
を
高
度
に
利
用
さ
れ

防
に
は
セ
レ
ザ
ン
等
を
撒
布
し

一

本
市
で
は
去
月
下
旬
一
部
滞一

て
お
互
が
不
愉
快
の
な
い
よ
う

て
、
こ
の
悪
天
候
に
備
え
万
全

一納
者
に
対
し
強
制
処
分
を
実
施

一
に
し
て
納
税
せ
ら
れ
ん
と
と
を

を
期
す
る
こ
と
が
必
要
な
訳
で

一
さ
れ
た
が
、
こ
の
滞
納
処
分
を
一

望
ん
で
お
り
ま
す
。

す
o

一実
施
す
る
こ
と
は
市
は
勿
論
、
一
な
お
第
一
時
滞
納
処
分
を
実

要
す
る
に
稲
作
の
安
定
第

一
歩

一税
務
係
に
お
い
て
も
誠
に
不
本
一
施
し
ま
し
た
結
果
を
本
市
に
お

一意
な
こ
と
で
あ
る
が
、
市
の
財
一
報
せ
致
し
て
置
き
ま
す
。

は
保
温
折
衷
苗
代
苗
に
あ
り
ま

一

一

F

一政
運
用
か
ら
な
お
叉
真
面

目

な

一

処

分

件

数

一

五

件

す
の
で
、
昨
年
の
苦
杯
を
な
め

一納
税
者
に
対
し
て
も
、
市
民
の
一
滞
自
税
額
一
八
五
千
円

な
い
よ
号
転
ば
ぬ
先
の
杖
と
し

一負
担
分
任
の
義
務
か
ら
申
し
て
一
処
引
に
よ
る
競
売
見
込
数

て
油
紙
苗
を
奨
励
さ
れ
る
次
第

一も
、
滞
納
処
分
を
実
施
す
る
こ
一

一

一

四

件

で

す

。

了

と

は

万

止

む

を

得

な

い

こ

と

で

-

市

紛支

え?
rt' 

津魚(要望鎚諸島(第40号)

昭
和
二
十
八
年
度
市
営
住
宅

入

居

申

込

者

の

受

付

始

ま

る

皆
様
お
待
ち
か
ね
の
市
営
住

宅
入
居
申
込
み
の
受
付
は
次
の

通
り
開
始
き
れ
ま
し
た
か
ら
、

期
限
に
お
く
れ
な
い
よ
う
に
市

役
所
厚
生
課
ま
で
申
込
み
下
さ

ィ
、
市
営
住
宅
の
種
類

一
、
第
一

種
木
造

ー、

建
設
場
所

経
団
地
区
平
伝
寺

2
、
建
設
戸
数

一
一
O
戸

3
、
規
格

木
造
瓦
葺
平
家
建
二
戸

十
一

坪

ハ六
畳
二
室
〉

4
、
家
賃

月
額
一
、
五
O
O
円

5
、
入
居
資
格

昭
和
二
十
八
年
度
施
行

農
林
災
害
復
旧
事
業
の
概
要

一
昨
年
の
七
、
一
水
害
及
び

昨
年
の
一
三
号
台
風
等
に
よ
り

農
地
農
業
用
施
設
は
、
甚
大
な

る
被
害
を
受
け
た
の
で
あ
る
が

其
の
後
農
民
各
位
の
旺
盛
な
復

興
意
欲
に
よ
り
着
々
復
旧
さ
れ

つ
L
あ
る
。
こ
の
内
昭
和
二
十

八
年
度
に
於
い
て
施
行
し
た
、

(指
導
し
た
る
も
の
を
含
む
〉

総
事
業
費
を
億
六
百
六
万
歪
千

弐
百
円
に
及
ぶ
の
で
あ
っ
て
、

と
の
事
業
施
行
に
際
し
協
力
し

て
頂
い
た
関
係
者
に
対
し
て
は

深
く
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

@
市
内
に
住
所
又
は
勤

務
場
所
を
有
す
る
者

@
同
居
又
は
同
居
し
ょ

ろ
と
す
る
親
族
の
あ

る
者

の
毎
月
の
牧
入
か
ら
扶

養
親
族
一

人
に
付

一、

0
0
0円
を
必
除

し
た
額
が
九
、

0
0

0
円
以
上
二
五
、
0

0
0円
を
超
え
な
い

所
得
者
で
あ
る
こ
と

@
住
宅
に
困
窮
し
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
者

@
市
内
に
保
証
人
と
な

る
者
が
二
人
以
上
あ

る
者

畜

犬

登

録

に

皆
様
の
飼
犬
の
登
録
有
効
期

間
は
、
=
一
月
三
十
一
日
で
昭
和

二
十
八
年
度
分
は
無
効
に
な
り

ま
す
の
で
、
デ
一
十
九
年
度
分
を

登
録
し
て
下
さ
い
。
向
二
十
八

年
度
登
録
月
日
の
早
い
遅
い
に

か
L
わ
ら
ず
、
登
録
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

畜
犬
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注

射
に
つ
い
て

イ
畜
犬
登
録
及
び
狂
犬
病
予
防

注
射
は
、

生
後
三
ヶ
月
以
上

の
犬
に
つ
い
て
行
い
ま
す
か

ら
、
畜
天
飼
育
者
は
、
必
ず

登
録
及
び
注
射
を
受
け
る
と

Lι

。

ロ
狂
犬
病
予
防
注
射
に
は
.
必

ず
犬
に
釧
た
者
が
連
れ
て
出

て
下
さ
い
。
若
し
注
射
期
間

中
に
妊
娠
中
の
犬
、
叉
は
病

気
に
躍
っ
て
い
る
犬
で
注
射

を
受
け
る
こ
と
の
で
き
な
い

時
は
、
そ
の
旨
を
市
役
所
厚

生
課
及
び
魚
津
保
健
所
に
届

け
て
下
さ
い

ハ
狂
犬
病
予
防
注
射
及
び
登
録

日
程

四
月
五
日
一

0
1
一
一
一
時

片
貝
出
張
所
片
貝
地
区

四
月
五
日
一
一
一
一
t
一
六
時

加
積
出
接
所
加
積
地
区

四
月
六
日
一
o
t
一
四
時

天
神
木
下
新
農
業
会

西
布
施
、
天
神
地
区

写
真
は
災
害
当
時
と
復
旧
の
回

小
学
校
の
入
学
児
童

市

内

で

一

、

六

O

二

名

ま
も
な
く
新
学
期
が
始
ま
り

一

古
鹿
熊
分
校

ま
す
。
希
望
に
胸
を
は
づ
ま
せ
一
上
野
方
小
学
校

た
新
入
生
は
、
四
月
の
来
る
の

一

下
野
方
小
学
校

を
待
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
学

一

片
貝
小
学
校

校
別
の
入
学
問
童
数
は
次
の
通

一

山

女

分

校

り

で

す

。

加

積

小

学

校

大

町

小

学

校

道

下

小

学

校

村

木

小

学

校

経

国

小

学

校

下

中

島

小

学

校

天

神

小

学

校

上

中

島

小

学

校

西

布

施

小

学

校

松

倉

小

学

怯

白

倉

小

学

校

坪

野

分

校

一
五
名

二
五
名

六
七
名

五
三
名

五
二
名

二
一
名

八
名

四
八
名

八
二
名

六
四
名

二
二
名

七
八
名

二
三
七
名

一
六
八
名

六
六
名

八
一
名

一
玉
名

二、

第

一
種
特
殊
耐
火
構
造

1
、
建
設
場
所

道
下
地
区
村
木

2
、
建
設
戸
数

八
戸

3
、
規
絡

ア
ツ
ジ

ユ
コ
シ
グ
リ

1

ト
造
二
階
建

二
戸
十
三
坪
(
階
上
六

畳
、
四
、
五
畳
、
階
下
四
、

五
畳
〉

4
、
家
賃

月
額
一
一
、
三
O
O
円

5
、
入
居
資
絡

前
項
木
造
に
同
じ
な
る

も
牧
入
に
於
て
は
扶
養

親
族

一
人
に
つ
金

一
、

0
0
0
円
を
控
除
し
た

額
が
二
二
、
八
O

O
円

問
今
年
も
昨
年
同
様
、
凶
作

型
の
天
候
だ
と
き
い
て
い
ま

す
。
ぞ
こ
で
保
温
折
衷
苗
代

の
設
置
を
盛
ん
に
奨
励
さ
れ

る
の
で
す
が
、
そ
の
理
由
を

お
知
ら
せ
下
さ
い
。

答
油
紙
苗
代
苗
に
よ
る
稲
作

は
非
常
に
安
定
性
が
高
い
か
ら

奨
励
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
の

理
由
は

一
、
稲
が
早
出
来
に
な
る

二
、
不
良
天
候
に
も
善
処
出
来

る
等
で
す

之
を
具
体
的
に
述
べ
ま
す
と

一
、
苗
の
質
が
良
い
こ
と

初
期
に
油
紙
を
か
ぶ
っ
て
陸

苗
で
育
ち
温
度
が
外
気
よ
り

常
に
六
度
位
高
い
の
で
、
強

く
生
育
し
ま
す
O

L

よ
っ
て
稗
基
重
が
重
く
な

り
、
と
の
梓
基
軍
は
最
後
の

充
実
迄
影
響
し
ま
す

「
苗
代
五
分
作
」
の
諺
は
之
を

指
す
の
で
す

2

一
位
、
二
位
の
分
け
つ
は

妖
折
せ
ず
穂
が
揃
っ
て
長
く

育
ち
ま
す

つ
し、

て

四
月
七
日
一

o
t
一
四
時

経
団
出
頭
所
道
下
、
経
団
地
区

四
月
八
日
一
O
t
一
一
一
時

怒
倉
出
接
所
桧
倉
地
区

四
月
八
日
一
一
一
一
t
一
六
時

下
中
島
出
張
所

下
中
島
、
上
中
島
地
区

四
月
九
日
一
O
t
一
四
時

上
野
方
出
張
所
上
野
方
地
区

四
月
十
日
一
o
t
一
五
時

魚
津
保
健
所

魚
津
‘
道
下
、
下
野
方
地
区

四
月
十
二
日

一
O
t
一
五
時

魚
津
保
健
所
魚
津
、
下
野
方
地
区

登
録
料
金
及
び
注
射
料
金

登
録
糾
金
一
頭
に
付
参
百
円
、

注
射
料
金
一
回
に
付
百
参
拾
円

当
日
は
必
ず
印
鑑
を
持
参
し
て

下
さ
い
。

野
犬
掃
蕩
の
実
施

狂
犬
病
予
防
の
た
め
、
三
月

末
日
ま
で
市
内
一
円
に
豆
り
野

犬
掃
蕩
を
実
施
し
て
い
ま
す
か

ら
皆
様
の
御
協
力
を
願
い
ま
す

昭
和
二
十
九
年
度

保
育
所
入
所
希
望
状
況

以
上
二
五
、

0
0
0円

を
超
え
な
い
所
得
者
で

あ
る
こ
と

=
1
第
二
種
木
造

1
、
建
設
場
所

道
下
地
区
青
島

2
、
建
設
戸
数
一

O
戸

3
、
規
格

木
造
瓦
葺
平
家
建

一
戸

九
坪
ハ六
畳
、
回
、
五
畳
〉

4、

家
賃

月
額
九
O
O
円

5
、
入
居
資
格

前
二
項
に
同
じ
な
る
も

政
入
に
於
て
は
毎
月
の

牧
入
か
ら
扶
養
親
族

一

人
に
つ
き

一
、
0
0
0

円
を
控
除
し
た
績
が一

C
、
0
0
0
円
以
下
で

あ
っ
て
家
賃
の
支
払
い

能
力
を
有
す
る
者

口
、
申
込
受
付
期
間

自
三
月
=
o
日

至
四
月
五
日

ハ
、
入
居
時
期

未
定

向
申
込
は
一
世
帯

一
種
類
二
戸

の
み
と
し
、
申
込
書
に
は
給
与

-証
明
書
又
は
こ
れ
に
か
わ
る
べ

き
も
の
を
添
付
す
る
こ
と
。

(詳
細
に
つ
い
て
は
厚
生
課
に

お
問
合
せ
下
さ
い
)

昭
和
二
十
九
年
度
保
育
所
入

所
申
請
は
一
月
十
一
日
よ
り
二

十
日
ま
で
受
付
け
た
の
で
あ
る

が
、
=
一
月
十
日
現
在
の
各
保
育

施
設
毎
の
申
込
状
況
は

政
容
定
員
九
O
五
人
に
対
し

五
四
五
人
の
起
過
で
各
施
設
共

定
員
数
を
は
る
か
に
超
え
て
入

所
希
望
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
が

入
所
決
定
に
つ
い
て
は
、
公
平

厳
正
に
調
査
措
置
す
る
方
針
で

す。
街
参
考
と
し
て
次
の
事
項
を

御
承
知
の
上
入
所
申
請
者
及
び

措
置
対
象
抱
童
保
護
者
の
一
層

の
協
力
と
理
解
を
お
願
い
し
ま

す。一
、
保
育
所
入
所
必
要
度
の
順

位
ー
、
児
童
を
保
育
す
る
者
が
労

働
又
は
病
気
等
の
た
め
保
育

に
欠
け
る
阻
富

2
、
家
庭
経
済
が
貧
困
の
た
め

任
宅
建
築
・

f
有

資

盆

J
F
F
1

今
度
住
宅
金
融
公
庫
で
は
、

一
一
一
月
十
五
日
か
ら
全
月
二
十
七

日
迄
を
受
付
期
間
と
し
て
、
融

資
住
宅
の
資
金
貸
付
を
行
う
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
本
資
金
じ

よ
っ
て
住
宅
の
建
築
を
希
望
さ

れ
る
方
は
北
陸
銀
行
魚
津
支
庖

へ
申
込
み
し
て
下
さ
い
。

何
本
資
金
貸
付
の
内
容
は
次

の
通
り
で
す
記

一、

標
準
建
築
費

一
坪
当
三
O
戸

0
0
0円

二、

土
地
様
準
価
格

一
坪
当
二
、
四

0
0円

=一、

貸
付
限
度

土
地
家
屋
共
標
準
価
格
の

八
割

四
、
貸
付
金
の
利
率

年
五
分
五
鹿

玉
、
償
還
期
隈

十
八
年
ハ
木
造
)

六
、
申
込
み
資
格

当
初
償
還
元
利
金
の
六
倍

以
上
の
牧
入
の
あ
る
者

七
、
其
の
他

詳
細
は
北
陸
銀
行
魚
津
支

庖
又
は
市
役
所
厚
生
課
に

問
合
せ
て
下
さ
い
。

保
育
に
欠
け
る
問
童

3
、
多
子
家
庭
又
は
環
境
が
喝

童
に
悪
い
と
認
め
ら
れ
る
溺

庭
の
児
童

二
、
年
令
に
よ
る
順
位

保
育
所
入
所
対
象
喝
童
中
、

年
少
周
輩
が
年
長
問
童
よ
り

も
保
育
に
欠
け
る
点
に
お
い

て
叉
は
母
親
の
手
足
ま
と
い

と
な
る
点
に
お
い
て
も
そ
の

度
合
が
強
い
の
で
年
少
児
童

を
優
位
と
す
る
。

三
、
保
育
所
入
所
対
象
鬼
童
の

.地
域
の
範
囲

保
育
所
を
中
心
と
し
て
半
径

一
粁
の
範
囲
内
に
居
住
す
る

抱
輩
。

四
、
保
育
所
入
退
所
の
措
置
権

者同
意
福
祉
法
第
二
十
四
条
に

よ
り
公
立
私
立
の
区
別
な
く

措
置
権
者
は
市
長
で
す
。


